
⑩

⑦

⑧

⑨

・医療費控除を受ける人は「医療費控除の明細書（内訳書）」

・令和6年中（1月から12月まで）に収入があった人は「給与、年金の源泉徴収票、営業
等の収支内訳書、各種支払調書」など収入の分かるもの

・健康保険料、 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などについて控除を
　受ける人は「各種保険料等納付証明書」

・本人確認書類「免許証・マイナンバーカードなどの写し」

■申告書と一緒に提出するもの

年金収入金額を記入してください。

支払った社会保険料を記入してくださ
い。
※国民年金、国民年金基金の支払いがあ
る場合は、控除証明書を提出してくださ
い。

支払った掛金・保険料の金額を記入し、
支払証明書を提出してください。

本人または扶養親族が障がい者控除に該
当する場合は、該当する項目に〇を付
け、級(度)を記入し、手帳の写しを提出
してください。

勤労学生に該当する場合は、学校名を記
入し、証明書を提出してください。

令和6年12月31日において生計を一に
し、合計所得金額が133万以下の配偶者
の氏名・生年月日・合計所得金額（※裏
面の７に個人番号）などを記入してくだ
さい。
また、申告者の所得により、控除対象外
だが、定額減税の対象となる場合は記載
してください。

令和6年12月31日において生計を一に
し、合計所得金額が48万以下の扶養親族
の氏名・続柄・生年月日（※裏面の７に
個人番号）などを記入してください。

寄付先の所在地・名称・寄付金額等につ
いて記入してください。

医療費控除またはセルフメディケーショ
ン税制を受ける場合は、適用する項目に
チェックを入れ、支払った金額を⑫の1
に記入し、補てんされた金額(生命保険
等)を⑫の2に記入してください。
※平成30年度より、医療費の領収書等の
提出が不要となりました。医療費控除の
明細書（内訳書）を作成し、提出してく
ださい。

⑨⑩のうち別居の親族の氏名・住所を記
入してください。

寡婦に該当する場合は、死別か離別の□
にレを記入してください。
ひとり親に該当する場合は□の該当にレ
を記入してください。

⑬

■申告する人

住所,氏名,生年月日,個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)等
を記入してください。

該当する項目へのﾁｪｯｸを入れて、必要事項
を記入してください。

■収入がなかった人

■収入があった人

⑪

⑫

①

②

④

⑤

⑥

営業等,農業,不動産,配当,雑（業務・そ
の他）,一時,総合譲渡などがある人は、
その所得の収入金額を①に記入し、経費
を差し引いた後の所得金額を裏面の４～
６に必要事項を記入してください。
※営業等,農業,不動産の所得がある人
は、収支内訳書を作成し、提出してくだ
さい。

給与収入金額または専従者給与収入金額
を記入してください。
※源泉徴収票がない人は、裏面の３に内
訳を記入してください。

③

市県民税申告書の書き方(表)
令和6年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入等について記入してください

①

②

③

①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫の1 ⑫の2

⑬



⑳

㉑

㉒

㉓

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除を
受ける場合は記入してください。

給与・公的年金等に係る（令和6年4月1
日において65歳未満の人は給与所得以
外）市県民税の希望する納税方法を
チェックしてください。
※制度上、希望する納税方法と異なる場
合があります。

給与等の収入金額が850万円を超える人
で、所得金額調整控除の要件に該当する
場合は記入してください。

分離課税　土地等の譲渡や株式等の譲
渡・配当などの所得があった場合は記入
してください。

・土地や建物などの譲渡所得は他の所得
と区別して課税しますので、それ以外の
資産の譲渡があれば、「総合譲渡」の欄
に記入してください。
・生命保険の満期返戻金や賞金、懸賞金
などがある人は「一時」の欄に記入して
ください。

控除対象の配偶者・扶養親族（16歳未満
含む）の個人番号等を記入してくださ
い。

事業専従者がいる人は記入してくださ
い。

⑰

⑱

⑲

源泉徴収票のない給与収入がある人は記
入してください。

営業等,農業,不動産の所得がある人は記
入してください。

配当所得のある人は記入してください。

⑭

⑮

⑯

市県民税申告書の書き方(裏)

⑭

⑮

⑯

⑰
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㉒

㉓


